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長きにわたり，ドイツにおける社会保険を対

象に歴史的な検討を続けてこられた著者のこれ

までの研究―加筆・修正・書き下ろしを含む―

を集成した，まさに待望の単著である。1880

年代に世界で最初に社会保険を導入した「先進

国」ドイツにおけるその歴史的展開および時期

ごとの詳細な内容は，本書一冊のみで理解でき

るといってよい。これまで「社会保険という局

面における国家と経済の係わりを直接扱いつつ

それを通史的に分析した研究は日本では刊行さ

れておらず」「ドイツ本国においても十分に展

開されていな」（２頁）かった。本書の登場に

より我々は，「先進国」ドイツの社会保険の歴

史の全貌に（日本語で）容易にアクセスできる

ようになった。著者の本意ではないかもしれな

いが，本書の登場を待ちわびた者として，まず

はその実用的な意義を高く評価しておきたい。

続いて，本書の構成を示した上で，概要を紹

介しておこう。

序 論 社会保険の起源と展開

第Ⅰ部 第二帝政期の社会保険

第１章 ビスマルク期労働者保険の生成

第２章 労働者保険の展開とライヒ保険法の成

立
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第Ⅱ部 両大戦間期の社会保険

第３章 ヴァイマール体制下の社会保険の展開

第４章 国家的失業給付制度の生成と失業保険

の成立

第５章 大不況と社会保険

第Ⅲ部 第二次世界大戦後の社会保険

第６章 西ドイツの社会経済秩序と社会保険

第７章 東ドイツ社会主義体制と社会保険

第８章 現代ドイツの社会国家体制と社会給付

結 語 近現代国家における社会保険の意義と

そのゆくえ

「序論」では，著者による「社会保険」の捉

えかた，本書の課題および構成が示される。著

者は，社会保険を「経済制度のあり方や規制に

ついての権力をもつ国家と，基本的に自由な経

済社会が，近現代資本主義ないし市場経済社会

の中でどのように係わってきたかを如実に体現

する一つの領域」（２頁）と捉え，それを（政

治史ではなく）経済史の観点から採り上げる。

社会保険は「一見市場整合的なかたちをとりつ

つ」（４頁）「社会的連帯の組織化の一翼を担」

（５頁）うもので，どのように「共同性ないし

連帯性が組織化されてきたのかの論理を体現す

る一つの重要な分析規準となり得るものであ

る」（５頁）。こうした認識をふまえ提示される

本書の課題は「近現代市場経済社会の中での共

同性のあり方，そこにおける連帯性，そこでの

個人や社会，国家などの関係（いうなれば社会

国家のあり方）の変遷を軸に社会保険の展開を

その創成期から現代に至るまで通して検証し，

それを媒介にドイツ経済社会の共同性のあり方

に通底する構造や，社会国家としてのあり方を

考えていくこと」（21頁）というものである。

本論の各章では，社会保険制度の成立・改

正・改編の過程およびその背景，内容，運用の

あり方が，概ね時の流れに沿って検討されてい
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く。

第１章では，1880年代に成立したビスマル

ク期労働者保険三法（疾病，労災，老齢・障害）

が対象とされる。国家の積極的な参与により社

会保険を統治政策的手段としようとするビスマ

ルクの意図が貫徹しなかったことを主たる根拠

に，これらが必ずしも彼の主導により成立した

ものではなかったことが強調される。とりわけ

疾病保険，労災保険は，自由・任意ベースの既

存の共済金庫等の枠組みを利用し構築され，当

事者の自主管理に委ねられた。それゆえ，80

年代の労働者保険においては，疾病保険で保険

機関が六類型に分かれる等，著しく分断的な機

関構成が形成された。この事態は，旧来の個々

の分断された共同性が，より上位の広い共同性

の構築を阻んだものと評価される。

第２章では，1903年のライヒ議会決議から

11年のライヒ保険法成立に至るまでの複雑な

過程，諸政党等による議論が克明に跡づけられ

る。この間の議論は，分立するビスマルク期の

三保険が制度間格差を中心に様々な問題を引き

起こしたため，三つの制度を単一の法体系に統

合することを重要な目的としていた。だが，労

災保険の管理組織における代表権を求める労働

側，地域疾病金庫での労働組合の専横を批判す

る産業界等，各層の利害により，保険機構の簡

略化，効率化を求める政府の意図はトーンダウ

ンしていく。結局，三保険は，独立性を維持し

たまま単一法典の下に緩く結合されることにな

った。再び既存の個別の共同性あるいは利害が，

国家レベルでのリスク調整の可能性を拒否した

かたちとなった。だが同時に，この時期には，

国家が社会保険制度に積極的な態度を見せ，各

機関で党派性を排除し，効率的で社会のニーズ

に対応した運営を行っていくという仕組みが，

現実に対応する中で構築されるようにもなっ

た。

第３章の対象は，「民主的な」ヴァイマール

体制下の社会保険である。この時期，制度とし

ては，原則的に11年ライヒ保険法の枠組みが

受け継がれたが，政治的・経済的な環境が大き

く変化・動揺する中で，既存の三保険がどのよ

うに運用されたのか，その実態が明らかにされ

る。ヴァイマール憲法が包括的社会保険の設定

を義務づけたことに加え，進展するインフレー

ション等現実への対応―当事者からの「包括要

求」（96頁），新しい職員層の成立，「グッド・

リスク」層の強制包括（116頁）等―により，

保険対象者，対象リスクいずれもが顕著な拡大

をみた。諸給付の規模の拡大を含むこの動きに

対して，政府，官庁，議会の大勢が概ね積極的

であった。民主的な体制であるがゆえ，（選挙

対策という面もあり）議会では給付拡張要求が

続出し，対応を余儀なくされたライヒ労働省が

節度なく給付を行ったとする既存の研究もあ

る。だが著者は，８年もの間労働大臣を務めた

中央党のブラウンスが，社会給付を保険原則に

準拠させようとしていた点を繰り返し強調す

る。「労働省は，保険原則に極力忠実であろう

とするなど，自由主義的ないし自助の原則を一

定程度尊重した給付体系の構築を目標としてい

た」（114頁）。ヴァイマール期は，旧い共同性

の枠の圧力が弱まり，それに含まれなかった広

範な人々を国家レベルの広い共同性に包含して

いく過程がみられた。「民主主義と一応の市場

主義の結合のもとで結果的に共同性が構築され

た」（117頁）というのである。

第４章では，第一次大戦後の混乱の中で要求

された，ドイツで初めての国家的な失業扶助制

度の成立の背景，特徴を明らかにした上で，約

９年間の議論を経てそれが失業保険制度（27

年成立）へと改編されていく過程が詳述され

る。

本来復員等の混乱に対する一時的な対策であ
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った失業扶助は，結果的に27年まで存続する。

労働市場における自律性を一貫して求めてきた

労組も，困難な状況の下，強力な国家介入を容

認せざるをえなかったのである。23年のイン

フレ期以降は，資金難を理由に当事者による拠

出が導入されたが，当事者の自主管理は欠如し

たままであった。こうした失業扶助制度が存続

する中で展開した「職業紹介・失業保険法」に

関する議論においては，市場主義的経済関係を

損ねる過度な再配分および無制限の業種間リス

ク移転に対する懸念が労使問わず存在した。た

だし，25年以降の議論では，失業扶助を廃し

失業保険を導入することについては概ね一致し

ていた。だが，自主管理の徹底が主張される一

方で，給付の不十分性については労組やSPDか

らも問題とされなかった。結果として成立した

失業保険は，社会保障機能よりも，権利関係の

明確化を通じて市場整合性を優先する，労働者

の自助を側面から援護する枠組みをもつものと

なった。また，基本的に全ての職種が同一の保

険に組み込まれたが，労組もリスク共同体を拡

大し制度の安定性を保つ志向を示しており，こ

の点で使用者とも同調しえたとされる。

社会的平等と失業リスクのあらゆる職業グル

ープへの一般化が進んだヴァイマール期におけ

る労働市場政策と失業給付制度は，当事者の自

律性を前提とし，「市場整合的」なかたちをと

ることを通じて一般的な合意を取り付けつつ，

両大戦間期の概して厳しい財政状況のもと構築

された，と著者はまとめる（160頁）。

第５章では，1930年代の大不況期における

社会保険制度の展開過程が考察される。30年

代初期の「大統領内閣期」には，大統領緊急令

により議会を経ず失業保険の拠出率の引き上

げ，給付率の据え置きが行われた。これにより

制度自体は温存されたが，多くの者がそこから

抜け落ちることになる。この事態は「高次元で

の社会的共同性が事実上一気に崩壊し」（166

頁）たと理解されるが，その一方でナチス政府

は，強権的に「国民共同体」を形成し社会給付

を維持しようとしたのであり，その政策は

「『福祉国家』への志向」（177頁）が顕著であ

ったと評価される。すなわち「大統領内閣期」

とナチス期とでは，「『福祉国家』，社会的共同

性構築への志向という観点においては，深い断

絶」（182頁）があったというのである。こう

した評価は論点になりうるだろう。

なお，ヴァイマール期の多元的な保険制度の

枠組みは，ナチスにより決定的に再編されるこ

となく，一定の継続性を保ち西ドイツの社会保

険体系の基盤となった。

第二次大戦後，自由主義経済体制下の西ドイ

ツで，いかにして高福祉路線が定着したのか。

第６章は，この背景を，動態化等を主たる内容

とする1957年の年金改革に至る時期を対象に，

社会保険を中心とした様々な議論を丹念に跡づ

けることを通じて分析している。とりわけこれ

まで深く検討されてこなかった野党，SPD内部

の多様な志向を包含する諸議論に光があてら

れ，それらの内容がCDU等新自由主義派の主

張と重なる部分が少なくなかったことが明示さ

れる。SPDの立場は，既存の職域集団単位を尊

重する差別的給付を支持しており，この点でベ

ヴァリッジ・プランとは異なる。また当時の

SPDの立場と，市場，競争との決して遠くない

距離が，シラーの論などの内容から測られる。

こうした検討から「社会的市場経済」という秩

序のあり方，それに基づく社会給付の―高福祉

体制へ向かう―展開に対する国民的合意は概ね

得られてきた，と判断される。

第７章では，「社会主義」国家たる東ドイツ

における社会保険制度の成立過程と内容が検討

される。そこでは，経済状況から拠出に基づく

保険形態が維持されることになるが，西ドイツ
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と異なり統一型社会保険が導入された。56年

にシステムは二元的な形をとるに至るものの，

ほぼ全ての国民が生涯を通じて物質的困窮から

国家により保護される体制が整えられた。だが，

国家補助の比率は時とともに拡大していくこと

になる。こうした状況をふまえ「国民的範囲で

の連帯性が社会主義体制の導入を通じて直ちに

成立するわけではない」（255頁）との見方が

示される。

第８章は，1970年代のオイル・ショック以

降から近年までを対象に，社会保険制度の運用

の推移，他の社会給付との関連を明確にしつつ，

社会国家や社会給付のあり方をめぐる議論を概

観・整理した上で，それらについての展望を提

示している。当該時期には，ドイツにおいても

失業の長期化，構造化がみられた。だが，社会

福祉政策については，他の先進国において大胆

にメスが入れられる中で，一定の範囲で規制緩

和，民営化が進んだものの，90年代までは抜

本的な変容はなかった。その要因として，「社

会国家としての広い国民的合意」（263頁）が

あげられるが，2000年前後の時期以降，「社会

的市場経済」の言辞に反発する動きが目立つ等，

その揺らぎがみられる。現実に，賃金コストの

高さがドイツ経済の競争力を圧迫しているとい

う議論が堂々と展開され，SPDを首班とする政

権により社会保障の削減的改革が積極的に実行

された。後者の路線を受け継ぐ現政権が国民の

一定の支持を受けている現状は，「国民的連帯

の基盤の再考」（270頁）をせまるものと捉え

られる。

「結語」では，各章での検討をふまえ，あら

ためて①社会保険の歴史的過程に見られる社会

的共同性，②連帯に基づく社会的共同性形成の

意義と社会保険のゆくえ，についてまとめられ

る。

上記のように，本書は，19世紀末から現在

までを対象に，紆余曲折を伴うドイツの社会保

険の歴史を丹念に跡づける。一人の研究者がこ

れだけの長い期間について，単なる「通史」と

は言いがたいほど緻密な検討を行ったことに，

まず驚きと尊敬の念を禁じえない。圧巻ともい

えるこの成果は，著者以外になしえないのでは

ないかと強く感じる。例えば，1970年代以降

の記述が些か駆け足のようには感じられるが，

この点は，我々が日本語による詳細な「通史」

を得たというメリットの一部でもある。こうし

た本書の意義を確認した上で，以下にお教えい

ただきたい点を幾つか示し評者の責めをふさぎ

たい。

本書は，ドイツの社会保険にかかわる多様な

事柄に触れているが，その重要な柱は，副題に

もあるように，社会保険の歴史の検討を通じて，

第二次大戦後の（西）ドイツにおいて「社会国

家」という「国民的合意」，「社会的市場経済」

という秩序がどのように形成されたのか。その

源流を探ることにあると思われる。「社会的市

場経済」は，元来「社会的」よりも「市場経済」

にアクセントが置かれた語であった（８頁）。

それゆえ，本書は，とりわけ「市場経済」と

は距離があるとされる場合が多い，SPDや労組

といった勢力の中にある「市場整合的」な姿勢

の源流を見出すことを一つの目的としているよ

うにも読める。SPDについてこのことは成功し

ていると考えるが，とりわけ自律性を重んじる

（自由）労働組合が，どのような過程で「市場

整合性」を容認していったのか。（労組におけ

る）自律性と「市場整合性」の関係，労組の社

会保険に対する態度の変遷等をより詳細に知り

たく感じた。

また，ビスマルク期以外における社会保険の

「労働者の国家と社会への」（52頁）統合政策

としての側面について，指摘はあるが記述が少

なく，著者がどのように考えておられるのか，
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わかりにくかった。ドイツの労働組合を主たる

研究対象にしてきた評者にとっては，気になる

点である。同時に―政治的次元の議論とされて

いるのかもしれないが―第一次大戦，ナチス期

の経験，第二次大戦，東西冷戦（の開始）等が，

諸制度のあり方に与えた影響について，より明

確に論じていただきたかった。

評者の不勉強によるものと思われるが，本書

が重視し描きだす「共同性」について，しっく

りとこなかった点がないわけではない。例えば，

ヴァイマール期にみられた当事者の個別利害が

主張されることにより広がる共同性，財政上の

問題等現実への対応として結果的に広げられた

共同性，ナチス政府により強権的に構築された

共同性，第二次大戦後「社会国家的合意」を前

提に構築される共同性等，これらを同じ「共同

性」という語で表してよいのか，評者には判断

しかねた。

「社会国家」ドイツにおける「市場整合性」

と連帯性（および自律性）のせめぎあい，バラ

ンスを観察し理解するために社会保険の歴史を

辿る。このことの意義は，本書を通じて理解で

きた。さらに，公的扶助等他の社会給付制度を

も考慮に入れた場合，「共同性」はどのように

見えてくるのか。著者の今後の研究の進展を待

ちたい。

（福澤直樹著『ドイツ社会保険史―社会国家の

形成と展開』名古屋大学出版会，2012年６月，

291＋39頁，6,600円＋税）

（ますだ・たちひこ　法政大学大原社会問題研究所

兼任研究員）


